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はじめに

再生可能エネルギー資源の利用を拡大することが，持続可能な社会を形成していく上で重要

である。なぜなら，再生可能エネルギーは，環境・経済・社会の各側面においてプラスの効果

をもたらしうるからである１）。とりわけ，再生可能エネルギーは，環境的側面において温室効

果ガスや大気汚染物質の排出の主要因である化石燃料を代替しうる。そのため，再生可能エネ

ルギー普及政策は，環境政策の重要な領域の一つとなりつつある。

日本においても，再生可能エネルギー普及に対する必要性が認知されはじめ，2002年に「電

気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」（以下，RPS法と略記する）が施

行され，包括的な再生可能エネルギー普及政策が導入された。本法は，再生可能エネルギー普

及の政策手段として，欧州諸国，アメリカ諸州で採用されはじめている再生可能エネルギー・
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ポートフォリオ基準（Renewable Portfolio Standard: 以下RPSと略記）という制度を取り入

れている。

RPSは，2005年の段階で，少なくとも６カ国と32の州や自治体で実施されているなど，世

界に広がりつつある再生可能エネルギー普及政策手段の一つである２）。しかしRPSは，実績を

あげつつあるアメリカ諸州を含め，世界的にも経験がそれほどない政策手段である。そのため，

実施状況を見ながら，RPSの有効性や妥当性についてレビューを行う必要がある。中でも，

RPSを導入した国・地域の中で最も大きな電力市場を有する日本３）は，RPSの実際の機能と

有効性について検証するのに極めて有効な事例である。にもかかわらず，日本のRPSの市場

分析に基づく研究は非常に少ない４）。そこで本稿では，2004年度末までのRPS市場の形成状

況を分析することによって，日本のRPS法の制度設計上の問題点を明らかにする。

以下では，RPSの政策理論を述べ，2004年度末までの日本のRPS市場実績からその問題点

を論じ，その問題の原因となっている制度上の課題について明らかにし，制度設計における政

策的含意を論じる。また，RPS法，および再生可能エネルギー普及における中長期的な課題に

ついても検討する。

１．RPSの政策理論と実際

RPSとは，電力市場に供給される再生可能エネルギーの電力量（もしくは設備容量）を目標

値として定め，その目標値を達成するために，その供給義務を電気事業者（主に電力小売業者）

等に義務付ける政策手段である。このRPSを効率的に運用する手段として，証書取引制度が

併用される傾向がある。証書は，その電気が再生可能エネルギーから発電された電気であるこ

との証明として，再生可能エネルギー発電事業者に発行され，発電事業者や義務対象者によっ

て取引される。こうした証書取引制度を導入することで，電力の取引とRPSの義務達成に関

する証書取引とを切り離して行うことができる。

証書取引を取り入れたRPSは，排出許可証取引制度に非常に似ており，同じような政策効

果が期待されている。具体的には，次の５つの政策上の利点がRPSには存在すると考えられ

ている（Berry & Jaccard, 2001; Menanteau, et al, 2003; Rader & Hempling, 2001）。第一に，

長期的な再生可能エネルギー電力量の普及拡大を保証しえる。これは，一旦政府が再生可能エ

ネルギー導入目標値を設定し，その目標値達成を義務として各電気事業者に配分することによ

って保証される。第二に，義務を負う電気事業者は，自らの義務達成のために最も費用効率的

な選択をすることができる。具体的には，電気事業者は，義務付けられた再生可能エネルギー

電力を自分たちで発電してまかなっても良いし，再生可能エネルギー事業者や他の電気事業者

から購入することによってもまかなえる。また再生可能エネルギーの中でも風力やバイオマス，
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水力など多様な資源の中から自由に選ぶことができる。これにより，電気事業者は，多様な選

択肢の中から自らの費用負担が最も少なくなる再生可能エネルギーの調達方法を選択すること

ができる。第三に，義務を負う電気事業者側が最も費用の安い電力を購入しようとするため，

再生可能エネルギー事業者には，その事業費を抑えるインセンティブが強く働く。その結果と

して，第四に，政府が定めた再生可能エネルギーの普及目標が最も費用効率的な方法で達成さ

れうる。第五に，電力部門の競争中立性をゆがめず，大きな政府財政支出を伴わない形で実施

可能である。電力部門の競争中立性をゆがめないとは，RPS義務量が各電気事業者の電力供給

量に比例して課せられることに加え，取引可能な証書制度の導入によってRPS義務達成の限

界費用が均等化することを指している。政府財政支出を伴わないとは，RPS義務の達成費用が，

政府の財政からの補助金ではなく，電気事業者の費用として最終的に電力消費者によってまか

なわれるということを意味する。

これらの特徴からRPSは，政府に対して効率性を求め政府の市場介入を嫌う近年の社会的

傾向とも合致する政策手段である，と認識されている。このように，RPSは，理論的には市場

メカニズムを利用しながら費用効率的に再生可能エネルギーを普及拡大しえる可能性を秘めて

おり，それが，多くの国や地域でRPSが採用されている理由であろう。

一方で，アメリカ諸州における経験的側面から言えば，RPSが必ずしも再生可能エネルギー

普及に貢献していない実態が明らかになっている（Rader, 2000; Langniss & Wiser, 2003;

Wiser, Porter & Grace, 2004)。それらの研究成果が明らかにしたのは，RPSは，（１）適切に

設計されれば再生可能エネルギーの普及に効果を発揮することができるものの，（２）その制

度設計に失敗すれば，再生可能エネルギーの普及にほとんど寄与し得ない，ということである。

これは，一見自明のことのように思われるが，これは RPSが再生可能エネルギーへの経済的

支援を政府の財政からではなく，市場を通じて与える政策手段だからである。つまり，RPSの

成功の可否は，制度設計を通じて形成される「RPS市場」が適切に機能するか否かにかかって

いるのである。

２．日本のRPS法の経緯と制度的枠組み

日本のRPS市場の分析に先立ち，以下では，日本のRPS法の制定経緯と制度の枠組みにつ

いて明らかにする。

日本における新エネルギー５）の最新の目標値が示されたのは，2001年７月に総合資源エネ

ルギー調査会総合部会/需給部会で発表された報告書「今後のエネルギー政策について」にお

いてである。同報告書の中で，2010年までに導入促進すべき新エネルギーの目標値が1,910万

kl（原油換算）と設定された。電力部門においては，新エネルギー電力供給量21億 kWh
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（1999年度）を2010年度には115億kWhに拡大する目標が設定された。この目標値を実現する

ために，新たな新エネルギー市場拡大措置の整備が提起され，新エネルギー部会の下に，新市

場拡大措置検討小委員会が設置された。同委員会での検討の結果，RPS法の枠組みが提案され，

2002年に法制化された。

RPS法では，経済産業大臣が新エネルギー等の電力供給量を目標値として定め，これを達成

するために，毎年度，電気事業者に対して新エネルギー等電力の供給量を義務付けている。直

近の目標は，2010年までに全供給電力量に占める新エネルギー等電力の供給量を122億kWh

することである（表１参照)。これは，2010年の総電力供給量の1.35％に相当すると推測され

ている。加えて，2010年までの各年度における利用目標値は，新エネルギー等電力の利用割合

が低い電気事業者の負担が過大になるため，各電気事業者の2002年度における新エネルギー

等電力の利用割合に応じて下方調整されている（表１下段参照）。

RPS法において対象となる新エネルギー等発電設備は，太陽光，風力，バイオマス，水路式

の1,000kW以下の中小水力，地熱を利用した発電所である。これらの電源から生産された電力

を一定量利用する義務が電気事業者に毎年度課せられる。この利用義務が課せられる電気事業

者は，電力最終消費者に電力を供給する電気事業者であり，具体的には一般電気事業者，特定

電気事業者，特定規模電気事業者である。これらの電気事業者は，義務を履行するため，３つ

の方法が与えられている。すなわち，自ら「新エネルギー等電気」を発電するか，他から「新

エネルギー等電気」を購入するか，「新エネルギー等電気相当量」を取得するか，という３通

りの方法である。「新エネルギー等電気相当量」とは，先に論じた証書と機能的には同じもの

であり，その電気が新エネルギー等電力であることを証明する電子媒体である（以下，これを

相当量と略記する）。電気事業者は，この相当量を新エネルギー等発電事業者，もしくは他の

電気事業者から購入することができ，これを義務履行に充てることができる。

義務の履行期日は，翌年度の６月１日までとなっており，それまでに定められた量の新エネ

ルギー等電力を利用したことを報告しなければならない。利用量が定められた量に達しなかっ

た場合，義務を達成するよう勧告，命令が行われ，それも守られなかった場合，100万円以下

の罰金が適用される。一方で，義務量に達しなかった場合でも罰則を免れることができる措置

も導入されている。具体的には，調整後基準利用量の20％までの不足分を次年度に持ち越せ
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表１．RPS法における2010年までの基準利用量

年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

基準利用量(億kWh) 73.2 76.6 80.0 83.4 86.7 92.7 103.3 122

調整後基準利用量（億kWh） 32.8 35.7 38.6 41.5 44.4 64.2 088.9 122

出所：資源エネルギー庁（2003）



るボロウイング制度や，新エネルギー等電力に上限価格（11円/kWh）を設定するなどである。

また，相当量は，生産された年度を含めて２年間有効であり，その年度に生産されたが義務履

行に充てられなかった相当量は，次の年度に利用することができる。これは，バンキングと呼

ばれており，柔軟性措置の一つである。

このように日本のRPS法の枠組みは，ほぼ理論に忠実な制度枠組みを整備しているといえ

る。しかし，いくつかの特徴的な側面もある。それは，第一に，電気事業者の新エネルギー等

電力の既存利用割合を考慮して，基準利用量を下方調整していることである。第二に，罰則が

義務不遵守の程度に比例しない一律罰則になっていることである。これら二つの特徴は，他国

の制度には見られない日本独自の制度的特徴であるといえる。それでは，この独特の制度的特

徴を有したRPS法の下で， RPS市場がどのように形成され，いかなる問題が生じているのだ

ろうか。

３．日本のRPS市場の問題点

RPS法が施行されてわずか３年しか経っていないが，RPS市場において様々な問題が顕在

化しつつある。現在顕在化しているRPS市場の問題点は，次の３点に集約される。それは，

第一に需給に関する問題，第二に設備形成に関する問題，第三にポリシーミックスに関する問

題である。

（１）需給に関する問題

新エネルギー等電力の需給状況は，供給がRPS義務量を大幅に超えている状況が顕在化し

ている（図１参照）。そのため，制度実施後わずか２年で，翌年に持ち越されるバンキング

（前年に利用されなかった余剰の相当量）がRPS義務量の57％にまで増大している。その結果，
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図１．RPS市場の需給状況
出所：資源エネルギー庁（2004），資源エネルギー庁（2005）より筆者作成。



新エネルギー等電力に対する需要が喚起

されず，RPS市場は停滞的状況にあり，

短期的には新規の設備投資へのインセン

ティブが低下している可能性がある。こ

うした市場状況は，需要と供給の両方に

その要因がある。

まず供給側においては，新エネルギー

等電力の供給量が2007年の義務量をわず

か２年で達成してしまうほど増大してい

るということがある。新エネルギー等電

力供給量は，2003年度に40億kWhだっ

たのが2004年度には49億kWhにまで増

大した（表２参照）。さらに供給量の内訳を見ると，バイオマス発電からの電力供給量は，

2004年度で供給総量の45％を占めており，大きな割合を占めている。次いで風力発電からの

供給量が14億kWhで同年供給総量の29％を占めている。これら二種類の電源からの電力供給

量が，RPS市場における総供給量の74％（2004年度）を占めている。

需要側から見ると，RPS義務量がほとんど増大しないように制度設計されているため，新エ

ネルギー等電力に対する需要が増大しない状況にある（表１下段参照）。RPS法においては，

基準利用量の下方調整をしているため，2007年度まではほとんど義務量が増大しない。このた

め，バンキングされる新エネルギー等電力量が急速に増大していき，年度によってはバンキン

グだけで義務が達成できる年度もでてくる可能性がある。その結果，義務を負う電気事業者の

新エネルギー等電力に対する需要は低下していき，新エネルギー等電力の買取価格が抑制され

ることになる。これによって，発電事業者には，新規投資を行う経済的インセンティブはなく

なる。結果として，RPS法によって日本の再生可能エネルギー市場は，少なくとも2008年ま

では停滞することが推測される。

このように，新エネルギー等発電の供給能力に比べて需要が低く抑えられている状況は，

RPS市場における需給関係から明らかである。この低い需要量は，RPS法によって規定され

ている基準利用量の調整が大きな原因となっており，それが日本の再生可能エネルギー市場の

成長を抑制している可能性がある。

（２）設備形成に関する問題

RPS法における新エネルギー等の全体の設備容量は，2003年度末には約400万kWであった

のが，2005年度末には約800万kWにまで増大した（表３参照）。しかし，その設備形成の中
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表２．RPS法における電源別認定設備の発電実績

発電形態
2003年度 2004年度
（万kWh） （万kWh）

風力発電 98,990 143,974

太陽光発電 14,719 34,652

バイオマス発電 203,883 220,740

中小水力発電 83,816 91,356

地熱発電 0 28

複合型 103 116

合計 401,511 490,866

出所：資源エネルギー庁（2005）より筆者作成。



身とその今後の展望について見る

と，以下の３つの問題が指摘できる。

第一の設備形成に関する問題

は，認定設備のほとんどがRPS法

施行前に建設された既存設備であ

り，新規に建設された設備はわず

かしかないということである。

10k W 以上の認定設備の内で，

RPS法施行後運転開始した認定設

備は，2004年度末までに64万kW

程度（内，風力発電は45万 kW，

バイオマス発電は17万kW）しか

ない（図２参照）。逆に言えば，

現在のRPS市場の供給量の大部分

が既存設備によって担われている。

これには，二つの問題が内在し

ている可能性がある。第一に，既

に減価償却の終わった既存設備が

RPS法のもとで過剰利益を受け取

っている可能性があるという問題

である。既存設備の中には減価償

却を終わっている発電所もあり，

それらの発電所は非常に安い費用

で発電を行うことができるものも

ある。RPS法は，こうした減価償

却済み既存設備とそれ以外の発電

所とを区別していない。このため，

これら既存設備は，新規設備に対

してコスト競争力を持ちながら，

過剰利益を得ることができる。これは，RPS法がなくても電力供給が行える発電事業者にも政

策的支援を与えるべきか否かという問題を提起している。その結果，第二に，新規設備の市場

参入をそれら既存設備が妨げてしまうという問題がある。義務負担を負う電気事業者にしてみ

れば，より安い新エネルギー等電力もしくは相当量を調達できればよいため，安い既存設備か
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表３．RPS法における電源別設備容量

発電形態
2003年度 2004年度 2005年度
（万kW） （万kW） （万kW）

風力 67.3 92.0 107.5

太陽光 52.8 74.1 98.8

バイオマス 273.4 502.8 585.2

地熱 0.0 0.2 0.2

中小水力 16.2 16.3 17.0

複合型 0.2 0.3 0.4

合計 409.9 685.8 809.1

出所：資源エネルギー庁（2004），資源エネルギー庁　（2005），
資源エネルギー庁　「RPS法ホームページ」認定設備の状況
（http://www.rps.go.jp/RPS/new-contents/top/joholink-
nintei.html）より筆者作成。
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図２．運転開始年別設備容量

出所：資源エネルギー庁　「RPS法ホームページ」平成17
年４月１日現在の認定設備のデータファイルより筆者作成。
（http://www.rps.go.jp/RPS/new-contents/top/joholink-
dl.html），最終確認: 2006年4月23日。
注：設備の公開に同意していない事業者の設備情報は含ま
れない．10ｋW以下の発電所についてはデータがない。



らの電力による義務の達成が優先され，それによって義務の大半がまかなわれれば，新規設備

の市場参入は阻害されることになる。つまり，RPS法は，対象電源を稼動年にかかわらず支援

するという枠組みになっているため，政策支援を与える必要のない設備に支援を与え，本当に

支援が必要な新規設備に対する門戸を狭めているという矛盾を抱えている。

第二の設備形成に関する問題は，RPS法認定設備の中で最も大きな割合を占めているバイオ

マス発電に，環境影響の点で懸念される廃棄物発電が含まれていることである。廃棄物発電は，

その廃棄物の焼却過程で出るエネルギーを発電に利用する技術であるが，その過程で有害化学

物質を生成しており，重金属等の環境中への排出・漏出の可能性も懸念されている（山本，

2004）。この環境影響の面で問題がある技術が他の再生可能エネルギーと同じ競争条件に置か

れていることが問題である。さらに，廃棄物発電からの新エネルギー等電力供給量は，2003年

度で17.2億kWh，2004年度には18.2億kWhとなっている６）。これは，新エネルギー等電力供

給量全体の約42％（2003年度），約35％（2004年度）になり，供給量の相当部分を占める。

全体に占める割合は縮小傾向にあるものの，現在のRPS法においては，環境影響の点で懸念

がある電源が最も大きな割合を占めているという問題がある。

第三に，RPS法の下で新規設備導入量が最も多かった風力発電であるが，この風力発電の設

備容量の成長も過去のトレンドからみると大きく減速している。RPS法施行前（1998年度か

ら2002年度まで）の風力発電の設備容量の年平均伸び率は87％であるのに対して，RPS法施

行後は，41％に落ちている７）。さらに，飯田（2005）によれば，風力発電の単年度の発注量が

2004年度からさらに失速しかねない状況となっており，2006年度から日本の風力発電市場が

急速に縮小する見込みである８）。実際2005年度末の総設備容量は，107万kWで前年度比15万

kW 増に過ぎなかった。とりわけ，風力発電からの電力が系統運用上の障害になるとして９），

系統運用を行う一般電気事業者は，風力発電からの電力を買い取りたがらない傾向にある。こ

のため，今後の風力発電の新規導入は，様々な障害を伴うことになる。

（３）ポリシーミックスの問題

RPS法は，他の再生可能エネルギー普及制度とのポリシーミックスの点でも課題を抱えてい

る。現在，新エネルギー・産業技術総合開発機構，資源エネルギー庁，新エネルギー財団等か

ら新エネルギー等発電事業に対して，様々な設備投資補助金が支給されている。しかし，これ

ら各種補助金は，RPS市場に対して歪みをもたらす可能性があるため，RPS法にとって有益

ではない。さらに補助金がもたらす市場創出効果もRPS法によって相殺されている。なぜな

ら，すでに政府によって定められた目標値があるため，補助金の有無にかかわらず，再生可能

エネルギーは目標値まで普及するからである。そのため，RPS法の対象設備に対して，補助金

を支給したところで，全体としての普及量には何の影響も与えない。これは，補助金制度の意
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味を大きく損なっている。逆に，RPS法にとっては，政府がRPS認定設備に対しても補助金

を支給し続けているために，相対的に高い補助金が支給されている電源がRPS市場での競争

力をもち，結果としてRPS市場がゆがめられる可能性がある。これでは，コスト効率的な新

エネルギー等電源の普及というRPS法の政策目的の達成が妨げられる。このように現在の日

本の再生可能エネルギー政策において，ポリシーミックスによる制度上のゆがみが引き起こさ

れている。

以上のように，2004年度末までのRPS市場を分析してみると，現在のRPS市場における新

規の設備導入のインセンティブは，低下傾向にあるといってよい。つまり，日本のRPS法は，

再生可能エネルギーの普及拡大という点から見て，有効に機能しているとは言いがたい。さら

に今後も，一定の再生可能エネルギーの新規導入は，少なくとも2009年ごろまでは期待でき

ない。また，RPS法による経済的支援を受ける設備の多くは，既存の設備であり，また環境上

の懸念がある廃棄物発電である可能性がある。また，補助金制度との整合性もうまくとれてい

ないなど，多く問題が指摘できる。

４．RPS法の制度上の問題とその克服の方向性

以上のようにRPS市場で発生している問題の多くは，RPS法の制度設計がその原因となっ

ている。その制度設計上の原因は，以下の４つにまとめられる。

第一に，基準利用量の調整によって，新エネルギー等電力に対する需要が抑制されているこ

とが挙げられる。そのため，新規の設備導入をもたらす十分な経済的誘引が生じていない。そ

のため，基準利用量の調整がはたして必要であったかが問題となる。確かに，2004年度までの

新エネルギー等の電力供給量の実績は，基準利用量に大きく及ばないため，基準利用量の調整

は必要だという見方もできる。しかし，RPS法には，バンキングやボロウイング，相当量の上

限価格の設定などいくつかの柔軟性措置が整備されている。これによって，電気事業者が基準

利用量に達することができなくても，柔軟性措置によって制度自体は破綻しない。だとすれば，

制度運用初期段階において，需要を高めに維持しておくことで新規の設備導入インセンティブ

を高めることは，一定正当化されうる。

第二に，既存設備への過剰利益供与の可能性の問題は，既存設備と新規設備とを区別してい

ないことに起因している。この解決策として，RPS法認定設備から運転後一定年数(もしくは

時間)経過後の設備を除くことがある。しかし，そうなると，既存設備からの電力供給量が保

証されないため，全体の新エネルギー等電力供給量目標の達成は保証されない。これに対して

は，いくつかの解決策がある。最も単純な方法としては，全体の目標値から既存設備からの電

力供給量を差し引いたものを新たな目標値とすることである。例えば，既存設備を1990年１
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月１日以前に運転開始した設備と規定し，それ以降の設備をRPS法の対象設備とすると，新

しく設定される基準利用量は，

n年度の新規基準利用量＝n年度の基準利用量－ (n-1)年度の既存設備からの電力供給量

と設定することができる。

これにより，明らかに減価償却が終わっているであろう設備に対し経済的支援を与えること

なく，全体の新エネルギー等電力の目標値の達成が可能となる。

第三に，対象電源に環境影響上の問題が指摘されている廃棄物発電が含まれていることが挙

げられる。RPS法の目的のひとつに「環境の保全」が挙げられている（法第１条）。そのため，

RPS法の対象電源は，環境保全上の目的にかなうか否かの評価に基づき定められるべきである。

特に廃棄物発電の場合，ごみ削減を第一に優先すべきであるとの観点からも，その経済的支援

は極力控えるべきである。もちろん廃棄物発電以外の新エネルギー等電源も場合によっては環

境問題を引き起こす可能性がある。そのため，そうした環境影響を考慮した上で，RPS法の対

象設備の認定基準を設定し，その環境認定基準に基づいて，RPS法の対象電源を設定するべき

である。

第四に，補助金制度とのポリシーミックスによる制度的ゆがみは，RPS法と補助金制度との

制度的な関連が全く考慮されず，政策調整がなされなかったことに起因する。この問題の解決

策としては二つの方向性があると思われる。第一の方向性は，補助金制度の廃止である。しか

し，これは新たな問題を生む。すなわち，ほとんどの認定設備がなんらかの補助金を受けてい

る中で，新規設備への補助金を廃止することは更なる新規参入の障害になりかねない。さらに，

補助金を得た設備と補助金を得られない設備との間の競争上の不公平を生じさせる。第二の方

向性は，市場を歪めない形へ補助金制度を組みかえることである。例えば，現在の設備投資補

助金システムから供給電力量に応じた補助制度への移行が考えられる。しかし，この場合も，

過去に補助金を受けた事業とそうでない事業とを公平に扱うことができるのかが問題となろ

う。いかなるポリシーミックスがRPS市場における公平な競争をもたらすかは，今後の重要

な政策課題であり，各国の経験も踏まえ一層の検討が必要である。

RPS法は，わずか２年の運用で再生可能エネルギー市場の拡大に向けた問題を顕在化させた。

これらの問題は，RPS法の制度設計に起因しているため，その克服のためには，早急な制度設

計の再検討が求められる。しかし，それらの課題の中には，その軌道修正が困難なものもある。

例えば，廃棄物発電や既存設備の問題を指摘したが，それら発電設備は，既にRPS法の対象

電源，あるいは設備として認定されており，それを対象からはずすのは，政治的な反対を生む

ことが予想される。
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５．中長期的な課題

さらに，中長期的に見れば，RPS法には，さらに多くの課題が山積している。これらの問題

の中には，2006年段階では明示的な形で表面化していないものもある。以下では，中長期的に

問題となる，もしくはなりうる２つの課題について論じる。

第一のRPS法の中長期的課題は，罰則規定がRPS法遵守の実効性をもたないほど軽いとい

うことである。RPS政策論において，罰則は，RPS制度の実効性を規定する重要な制度要素

であるとされている10）。というのは，罰則の軽重が，義務の遵守インセンティブに大きな影響

を与えるからである。罰則が軽ければ，義務対象者が義務を遵守するかどうかが不確実となる。

こうなると，再生可能エネルギーに対する需要も不確実となり，再生可能エネルギーへの投資

はリスクの高いものとなる。最悪の場合，義務対象者は義務の達成を放棄し，再生可能エネル

ギー電力を買い取らなくなり，結果として再生可能エネルギーの普及に失敗する可能性がある。

日本におけるRPS法の不遵守に対する罰則は，100万円以下の罰金である。これは法遵守にか

かる費用負担に比べれば極めて軽い。例えば，一般電気事業者の中で最も調整後基準利用量が

低い沖縄電力の2003年度の義務量は、688万kWhであった。これを達成するための費用は，

同年度の平均証書価格5.5円/kWhから推計すると3,785万円であり，明らかに罰金負担額を超

えている。したがって，RPS法は，罰則による遵守インセンティブをほとんど持っていない政

策手段であるといえる。これに対しては，法の不遵守の程度に応じた従量制罰則の適用が求め

られている11）。

第二の課題は，今後の市場の展望が不透明なことである。現在，2010年以降の中長期的な目

標値がないため，市場展望は極めて不透明で，新エネルギー等事業者が事業計画を立てづらい

状況が指摘されている12）。RPS法では，４年ごとに８年先の目標値を定めることになっている。

しかし，再生可能エネルギー事業者側から見れば，投資資金回収のための事業期間は少なくと

も10年前後かかり，長ければ20年程度は必要とされている13）。このため，最長でも８年先の

見通ししかたたない現在の目標設定期間においては，再生可能エネルギー事業者が長期的に安

定した形で事業を行うことが困難になる。

さらに，RPS法の問題ではないが，再生可能エネルギー普及を今後進めていく上で，検討す

べき二つの中長期的問題がある。一つは，太陽光発電の支援政策である。もう一つは，系統整

備の課題である。

1992年以降，太陽光発電の普及支援は，一般電気事業者による余剰電力購入メニュー等で支

えられてきた側面がある。余剰電力購入メニューとは，一般電気事業者が自家発電設備からの

余剰電力を一定価格で購入するメニューである。特に，住宅や公共施設，商業施設等に設置さ

れている太陽光発電からの余剰電力は，電気料金と同じ価格で買い取られるので，相当量の上
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限価格11円/kWhを上回る価格が適用されている。この一般電気事業者による余剰電力購入メ

ニューがこれまで太陽光発電普及の重要な一要因となってきた。しかし，民間事業者である一

般電気事業者がいつまでも良好な条件で，増え続ける太陽光発電からの余剰電力購入を継続す

ることは困難である。したがって，太陽光発電の普及拡大を進めるのであれば，政策的な支援

制度を整備する必要がある。但し，具体的にどういった支援制度の整備が適切であるかについ

ては，多面的な検討が求められる。そのため，本制度の検討の詳細については別稿にて論じる。

次に，系統整備の課題とは，再生可能エネルギー電力の供給に欠かせない系統をどのように

整備していくかである。この系統整備の問題は，RPS法の下で効率的かつ効果的に再生可能エ

ネルギーを普及させていくためには避けて通れない重要な課題である。特に，風力発電は電力

消費地から遠く離れた場所に建設される場合も多く，風力発電の今後の普及にとって, 系統整

備問題は極めて重要な問題である。政府は，風力発電に対して解列や蓄電池設置を要求するこ

とで，当面の系統連系対策としている。今後，この解列要求や蓄電池設置要求が，技術面・制

度面から妥当なのかどうかについて検討が必要である。

このように，中長期的に見ても再生可能エネルギー普及拡大には，対処すべき様々な課題が

ある。それはRPS法のみの制度的課題のみならず，電力規制政策にまで影響を与える問題を

有している。これは，環境政策を電力規制政策の補完的政策として位置づけているだけでは対

応できなくなってきていることの表れである。つまり，再生可能エネルギーを本格的に普及拡

大させていくためには，環境政策と電力規制政策を別々の政策として考えるのではなく，電力

規制政策のあらゆる段階において環境政策目標（ここでは再生可能エネルギー普及政策）との

整合性を取ることが重要である14）。

６．まとめと考察

本稿では，2004年末までのRPS市場で顕在化している短期的な市場問題について分析し，

その原因となる制度設計上の課題を明らかにした。さらに，中長期的に重要となる問題につい

ても考察を進めた。日本のRPS法は，RPSの理論枠組みをほぼ踏襲しているにもかかわらず，

再生可能エネルギーの普及拡大の誘引を与えているというよりも阻害している側面がある。そ

の原因は，これまで指摘した制度設計の不適切さに集約される。中でも最大の問題は，基準利

用量の調整による新エネルギー等電力に対する需要の縮小である。

しかしながら，この基準利用量調整による需要の縮小問題は，単に日本固有の問題というよ

りも，RPSの制度の枠組みそのものにも内包されている問題ともいえる。RPSにおいては，

再生可能エネルギー電力に対する年々の需要は，毎年度政府が各電気事業者に課す義務量の合

計に等しい。そのため，政府の義務量の合計が小さければ，再生可能エネルギー電力に対する
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需要は縮小し，大きければ拡大する。再生可能エネルギー普及増大による社会的な便益を増大

させようとすれば，大きな義務量を課すことが望ましいことになる。しかし，大きな義務量の

設定は，義務達成の費用負担を増大させることにつながる。したがって，政府は，義務量の設

定に際して，再生可能エネルギー電力の増大による社会的便益とその追加的費用とを比較考量

する必要があろう。その上で，再生可能エネルギー電力を普及することによる限界社会的便益

と限界費用とが一致するところに義務量を設定するのが最適であると言える。

ここから，RPS政策論における環境政策論上の課題が見えてくる。それは，第一に，再生可

能エネルギー普及による限界社会的便益とは，いったい何であり，それはどのように計測がで

きるのかという問題である。第二に，再生可能エネルギー普及の限界費用をいかに知るかとい

う問題である。再生可能エネルギーの限界費用曲線には，さまざまな不確定要素が存在してお

り，それを計測するのは容易ではない。

上記二つの課題は，政府が再生可能エネルギーの導入義務量を課すことが社会的便益の面で

も費用の面でも大きな不確実性を伴うことを示唆している。限界社会的便益も限界費用曲線も

不確定な中で，政府が義務量を設定しなければならない場合，どのような義務設定インセンテ

ィブが働くと推測できるのか。このとき,再生可能エネルギー普及目標値を達成する費用が高

騰しないように控えめの目標値を設定するインセンティブが政府に働く可能性がある。この場

合，日本のケースが示しているように，供給増大インセンティブがそがれてしまい，再生可能

エネルギーの普及を阻害するという結果をもたらしかねない。

RPSが再生可能エネルギー普及のために効果的に機能するためには，これらの環境政策論的

課題に対する回答が求められる。さらに，これらの問題は，RPS政策論のみならず，再生可能

エネルギー普及政策論全体にかかわる問題を内包しており，理論と実証両側面からのさらなる

研究が必要である。

注

１）United Nations Development Programme (2004), p.48.

２）REN21 Renewable Energy Policy Network (2005), p.22.

３）RPS導入国・地域の中での電力市場の規模（電力供給量）は，一位の日本が9,969億kWh（2003

年）であるのに対して，それに次ぐ英国は，3,790億kWh（2003年），テキサス州は3,206億kWh

（2004年）にすぎない。International Energy Agency (2005), Energy Information Administration

(2006) を参照した。

４）日本のRPS法の実際の市場分析は，飯田（2004）; 飯田（2005）; 田頭（2004）; 船曳（2005）がある。

５）新エネルギーは，1997年に施行された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」の第２

条において，「新エネルギー利用等」として規定されており，「石油代替エネルギーを製造し，若

しくは発生させ，又は利用すること及び電気を変換して得られる動力を利用することのうち，経

済性の面における制約から普及が十分でないものであって，その促進を図ることが石油代替エネ
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ルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるもの」と定義されている。他方，再

生可能エネルギーは，International Energy Agencyで規定されている定義がある。すなわち，

「再生可能エネルギーは，絶えず補給される自然のプロセスに由来する。その様々な諸形態にお

いて，それは，直接的もしくは間接的に太陽，もしくは地中深くから生み出される熱に由来する。

その定義に含まれるのは，太陽，風，バイオマス，地熱，水力，海洋資源から生み出されるエネ

ルギーである。また再生可能エネルギー資源に由来するバイオ燃料や水素から生み出されるエネ

ルギーも含まれる。（International Energy Agency (2005), p.29）」この定義の違いのために，新

エネルギーには，再生可能エネルギーに含まれる水力や地熱は含まれていない。一方，再生可能

エネルギーには含まれない廃棄物を燃料とした熱利用，発電も新エネルギーに含まれている。本

稿では，RPS法に規定されている電源を新エネルギー等発電設備と書き，再生可能エネルギー発

電設備と区別する。

６）総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会RPS法評価検討小委員会 (2006)，p.4.

７）日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット編 (2006), p.204の風力発電設備容量データより算出

した。

８）飯田（2005），p.290.

９）風力発電からの電力による系統運用上の障害とは，風力発電が大量に送配電網に連系されること

によって生じるとされている問題である。具体的には，風の影響によって風力発電の発電量が大

きく変動する場合，その地域での電力需給の不均衡が生じ，系統周波数が乱れる可能性があると

されている問題である。詳細については，総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会風力発電

系統連系対策小委員会（2004）を参照のこと。

10）Rader, N., & Hempling, S. (2001), p.72

11）総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会RPS法評価検討小委員会 (2006), p.16.

12）同上 (2006), p.12.

13）同上 (2006), p.12，では，投資回収期間を10年前後としている。また，新エネルギー・産業技術

総合開発機構（2002）を利用して一般的な風力発電の投資回収期間を推計すると，投資回収期間

は19年である。推計に利用した諸条件は，売電単価11円/kWh，設備規模1,000kW，設備費用20

万円/kW，設備利用率20％，運転経費は設置費の1.5％，利息4％である。税金はここでは考慮外

とした。

14）このような環境政策と他の政策部門との統合は，環境政策統合として議論されている。環境政策

統合の定義については，大島 (2005), pp.327-328. を参照。
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An early evaluation of renewable portfolio standard in Japan

This paper analyses the performance of renewable portfolio standard (RPS) in Japan. In

theoretical context of RPS, RPS has some advantages to promote electricity from renewable

energy. However, some researchers point out that RPS doesn’t work effectively when the policy

making is failed. In this point of view, it is important to analyses whether RPS works effectively in

practice.

The evaluation of RPS in Japan is made by examining the renewable energy market affected

by RPS. RPS in Japan has 3 short-term negative effects to the renewable energy market. Firstly,

demands for electricity from renewable energy are extremely limited by low obligation set by the

Japanese government. At second, eligible facilities are mostly constituted by existing and

municipal solid waste plants. This implies that RPS hampers new renewable energy

developments. Finally, subsidy schemes just might distort the renewable energy market. This

distortion has negative impacts to RPS policy scheme. This paper concludes that short-term

negative effects to the renewable energy market in Japan come from some failures of policy

making in RPS. Some suggestions also are examined to address these problems.

(KIMURA, Keiji，Doctoral Candidate, College of International Relations, Ritsumeikan University)
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